


【国保】 
 

J-61 産褥性乳腺炎に対する消炎鎮痛等処置「1」マッサージ等の手技によ
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○ 取扱い 

 産褥性乳腺炎に対する J119 消炎鎮痛等処置「1」マッサージ等の手技

による療法の算定は、原則として認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 産褥性乳腺炎は、産後の授乳期間中の乳汁のうっ滞や細菌感染が原因で

乳腺に炎症が生じた疾患である。その症状緩和のため乳房マッサージは必

要な処置であり、J119 消炎鎮痛等処置「1」マッサージ等の手技による療

法の算定は妥当と考える。 

 以上のことから、産褥性乳腺炎に対する当該処置料の算定は、原則とし

て認められると判断した。 

 


